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令和８年度 那覇市公金管理運用計画 

 

 那覇市公金管理運用方針に定める公金管理運用の基本原則に則り、公金の安全性（元本の

保全）、流動性（現金化の容易度）及び効率性（収益の向上）を考慮した運用を行うため、

令和８年度 那覇市公金管理運用計画を次のとおり定めます。 

 

１ 歳計現金等1 

① 資金収支の見通し 

   令和５年度から令和７年度までの資金収支による残高の推移を見ると、年度当初か

ら６月にかけては、普通交付税や市債2、市税（固定資産税や市民税等）等による収入

が支出を上回り、また、７月以降は支出が収入を上回る月が多くなるものの、10 月ま

では資金に余裕が生じる見通しです。 

一方、10 月以降については、支出と収入時期のずれ等により一時的に資金不足とな

る状況が見込まれます。その際には、収支の不均衡を補うため、指定金融機関からの一

時借入金3により対応します。 

 

 令和５年度～令和７年度 歳計現金等残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 歳計現金等：「歳計現金」「歳入歳出外現金」の総額 
2 市債：国や銀行からの借入金。市が財政上必要とする資金を外部から調達するもの。 
3 一時借入金：支払い資金の不足を臨時に賄うために、その年度内に償還することを条件に借り入れる借入金

（自治法第 235 条の３）。 
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② 歳計現金等の管理運用 

   普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金は、地方自治法第 235 条の４第１項にお

いて「最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない」と定められてい

ます。また、歳入歳出外現金についても、同法施行令第 168 条の７第３項に「歳入歳出

外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行なわなければ

ならない」と規定されています。 

歳計現金等は、支払準備金としての性格を有していることから、安全性と流動性の確

保を優先し、指定金融機関へ決済用預金又は普通預金で保管することを基本とします。 

また、各課から毎月提出される資金収支計画書（１件あたり１千万円以上の収入・支

出に関する報告）等を元に、支払いに支障をきたすことがないよう留意した上でなお余

裕が見込まれる資金については、効率性の観点から、安全性が確認できる金融機関へ定

期預金又は譲渡性預金4（以下「定期性預金」という。）を行い運用します。 

   今年度は、支払準備金を 30 億円以上確保しつつ、余裕資金が 20 億円以上かつ 1 ヶ

月以上見込める際に定期性預金により運用していくこととします。 

 

 

令和５年度～令和７年度 支払準備金運用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 譲渡性預金：預入期間中に第三者への譲渡（中途売買）が可能な定期預金 
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２ 基金 

① 基金残高の推移 

本市では、時代の変化に対応した事業展開を支えるため、基金を積み立て活用してい

ます。基金は、財源不足等を年度間で調整するための備えとなる財政調整基金、その他、

特定施設の整備や特定事業に充てる財源の確保等を目的として積み立てる特定目的基

金などがあります。 

本市の基金の状況は次の表のとおりです。 

 

基金の残高推移                            単位：円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基金の管理運用 

   基金の運用については、地方自治法第 241 条第２項において「確実かつ効率的に運用

しなければならない」と定められていることから、本市の借入額との相殺及びリスク分

散を考慮したうえで、指定金融機関及びその他の金融機関へも利率の有利性や経営健

全度を見極めながら、1年以内の定期性預金を基本とします。 

また、効率的・効果的な運用を図るため、金融状況や財政状況に注視しながら、債券

による長期的な運用も行います。購入する債券は「那覇市債券運用要綱」に基づき、国

債、地方債、政府保証債、財投機関債又は地方公共団体金融機構債とし、元本の償還及

び利息の支払いが確実な 20 年以内の利付債券とします。なお、今年度は、16 億円の債

券を購入し、運用していきます。 


